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東京都建設局のし ごと
～ 未来を創ろ う 　 みち・ 水・ 緑 ～

　 首都東京の都市活動を支える上で、 道路、 河川、 公園などの都市イ ンフ ラ は、 欠かす

こ と のでき ない重要な役割を担っ ています。 頻発化・ 激甚化する豪雨災害や切迫する首

都直下地震など自然災害に対する防災力の向上、 慢性的な交通渋滞の解消など人や物の

流れのスムーズ化、水辺や緑地の整備による快適な環境の創出など、建設局は道路、河川、

公園の整備と 管理を通し て、 セーフ  シティ 、 スマート  シティ 、 ダイバーシティ の実現に

向け、 日々取組を進めています。

　 具体的には、 河川の護岸や調節池の整備を加速化すると と も に、 木造住宅密集地域の

延焼を遮断する特定整備路線の整備や道路の無電柱化、 及び発災時に避難場所や救出救

助活動の拠点になる公園整備など、 高度防災都市づく り を推進し ています。

　 また、災害時に命の道と なる首都圏三環状道路や、都市の骨格を形成する幹線道路など、

東京の経済活動を支える道路ネッ ト ワーク の整備を進めると と も に、 ボト ルネッ ク 対策

と なる連続立体交差事業を推進し ています。

　 さ ら に、 都民に親し まれる動物園・ 水族園の管理運営や、 道路・ 河川・ 公園へのカフ ェ

やレスト ラ ンの導入など、 イ ンフ ラ 施設の多面的な活用による新たな魅力づく り に取り

組んでいます。

　 同時に、 こ う し た都市イ ンフ ラ のスト ッ ク 効果を 長期間にわたっ て発揮でき るよう 、

予防保全型管理を導入し 、施設の長寿命化と 維持管理費用の低減、平準化を行っ ています。

　 来る東京２ ０ ２ ０ 大会に向けては、 競技会場と なる公園の整備や会場周辺の都道・ 公

園等のバリ アフ リ ー化、 暑さ 対策など万全の準備を整えると と も に、 建設局が担う イ ン

フ ラ の魅力を余すこ と なく 世界に発信し 、 開催後はレガシーと し て引き 継ぎ、 さ ら に発

展さ せていきます。

　 事業の実施に当たっ ては、 都民や民間事業者の御理解と 御協力、 国や区市町村などと

の連携が不可欠であり 、 適切な情報提供を行う と と も に、 事業効果の早期発現に向けて

様々な工夫を図っ ていき ます。 あわせて、 コ ロナ禍で浮き彫り と なっ た課題を克服する

ため、 デジタ ルト ラ ンスフ ォ ーメ ーショ ンを梃子と し て、 働き方改革やＩ Ｃ Ｔ の活用を

はじ めと し た生産性の向上を推進し 、 建設業全体の魅力向上にも 積極的に取り 組みます。

　 建設局は、「『 未来の東京』 戦略」 で示し た目指すべき「 ビジョ ン」 の実現に向け、 総

力を結集し て局事業を強力に推進し、「 成長」 と 「 成熟」 が両立し た明るい未来の東京を

切り 拓いていきます。
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貸借対照表
（ 令和２ 年３ 月３ １ 日現在）

科　 　 目
金額

( 百万円 )
科　 　 目

金額

( 百万円 )

資産の部 負債の部

Ⅰ 流動資産 1 ,2 3 5  Ⅰ 流動負債 1 1 7 ,6 6 3  

Ⅱ 固定資産 1 7 ,1 7 1 ,2 1 2   都債 1 1 5 ,6 8 2

 賞与引当金 1 ,9 8 1  

１ 　 行政財産 2 ,5 9 4 ,6 1 7  Ⅱ 固定負債 2 ,3 8 2 ,6 9 6  

２ 　 普通財産 1 6 ,1 8 0   都債 2 ,3 6 4 ,1 3 9  

３ 　 重要物品 4 ,6 8 4   退職給与引当金 1 8 ,5 5 7  

４ 　 イ ンフ ラ 資産 1 3 ,9 1 2 ,2 2 0  
負債の部合計 2 ,5 0 0 ,3 5 9  

５ 　 ソ フ ト ウェ ア 0  

６ 　 リ ース資産 0  正味財産の部

７ 　 建設仮勘定 5 9 8 ,5 5 8  正味財産 1 4 ,6 7 2 ,0 8 8  

８ 　 ソフト ウェ ア仮勘定 0 ( う ち当期正味財産増減額 ) 2 1 0 ,9 7 4  

９ 　 投資その他の資産 4 4 ,9 5 3  
正味財産の部合計 1 4 ,6 7 2 ,0 8 8  

資産の部合計 1 7 ,1 7 2 ,4 4 7  負債及び正味財産の部合計 1 7 ,1 7 2 ,4 4 7  

河川・ その他
資産額： 4 1 9 億円（ 0 .2 ％）

都民一人当たり ： 3 千円

令和元年度末

建設局資産額

1 7 兆 1 ,7 2 4 億円

公園
資産額： 2 兆 3 ,9 6 1 億円（ 1 4 .0 ％）

都民一人当たり ： 1 7 1 千円

道路
資産額： 1 4 兆 7 ,3 4 4 億円（ 8 5 .8 ％）

都民一人当たり ： 1 ,0 5 4 千円
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　 道路は、 都民生活を 支える最も 基礎的な社会基盤と し て、 重

要な役割を 担っ ています。 こ の役割と は、 膨大な交通需要に対

応する と と も に、 災害時の避難・ 救援路と し て、 また、 電気・

ガス・ 上下水道・ 電話などの施設を 収容する空間と し ての機能

です。

　 東京の最大の弱点である交通渋滞を 解消し 、 国際競争力を 高

めると と も に、 快適で利便性が高く 、 環境負荷の少ない都市を

実現する上で、 道路整備は非常に重要です。 また、 震災時の救

援物資輸送や迅速な復旧・ 復興活動を 支え首都機能を 守ると と

も に、延焼遮断帯を形成し 、燃え広がら ないまちを実現するなど、

東京を 高度な防災性を 備えた都市へ進化さ せるためにも 道路整

備は不可欠です。 こ のため、 以下の方針に基づき、 道路の整備

を進めています。

◆ 整備方針

１  　 首都圏の交通の円滑化を図り 、 日本全体の社会・ 経済活動

を支える三環状道路を整備する。

２  　 都市の骨格を形成するため、 区部の環状・ 放射方向、 多摩

の南北方向、 区部と 多摩を結ぶ東西方向の道路を重点的に整

備し 、 あわせて骨格幹線道路のつながっ ていない区間や橋梁

等を整備する。

３  　 都民の暮ら し と 安全を守るため、 市街地では、 住環境を向

上さ せ、 地域の円滑な交通を確保する幹線道路を 、 山間や島

し ょ では、 地域住民の生活基盤を強化し 、 産業の振興を図る

道路を整備する。

４  　 道路交通の円滑化や道路・ 鉄道双方の安全性の向上を図る

ため、 交差点・ 交通安全施設の整備、 道路と 鉄道の立体交差

化などを進める。

５  　 震災時に特に甚大な被害が想定さ れる 木造住宅密集地域

（ 整備地域） の防災性向上を図る都市計画道路（ 特定整備路線）

を整備する。

道 路 の 建 設

三環状道路の整備

　 首都圏三環状道路と は、首都高速中央環状線、東京外かく 環状道路、首都圏中央連絡自動車道の総称です。 交通渋滞の解消、環境改善、

国際競争力の強化、 地域の活性化に資するのみなら ず、 災害時においては、 首都機能を堅持し 、 物資輸送などの円滑な支援・ 復旧活

動を支え、 日本の交通の東西分断を防ぐ 要と なるため、 早期完成が不可欠です。

◆ 首都高速中央環状線

　 首都高速中央環状線は、 首都圏三環状道路のう ち、 最も 都心

寄り に位置する 総延長約 4 7 km の環状道路であり 、 平成 2 7 年

３ 月に中央環状品川線が開通し たこ と によ り 全線開通し まし

た。 首都圏三環状道路で最初のリ ングが完成し たこ と によ り 、

新宿から 羽田空港の所要時間が約 4 0 分から 約 1 9 分に半減さ れ、

定時性が向上する等、 事業効果を発揮し ています。

　 また、 さ ら なる渋滞対策と し て、 首都高速道路株式会社が一

部Ｊ Ｃ Ｔ の改良を実施し 、 完了し まし た。

◆ 東京外かく 環状道路（ 関越道～東名高速間）

　 東京外かく 環状道路（ 外環） は、 都心から 約 1 5 km の圏域を

環状に連絡する延長約 8 5 km の道路です。 外環は、 都心に流入

する通過交通を分散さ せるこ と により 、 首都圏の慢性的な渋滞

を解消し 、 快適で利便性の高い都市を実現し ます。

　 平成 3 0 年 6 月に一部都内を 含む千葉区間が開通し 、 都内を

通過する交通が外環道経由へ転換するなどの効果が発現さ れて

います。

　 関越道から 東名高速までの約 1 6 km の区間については、 沿線

地域の生活環境や自然環境への影響を最小限に抑えるため、 大

深度地下を 活用し たト ン ネル構造が採用さ れています。 平成

2 1 年 5 月に事業化さ れ、 国、 N EXCO 東日本・ 中日本の 3 者

で整備を進めています。

　 東京都は、 国から 大泉Ｊ Ｃ Ｔ や青梅街道Ｉ Ｃ の用地取得を受

託するなど事業者を支援し 、 整備を推進し ています。

◆ 首都圏中央連絡自動車道

　 首都圏三環状道路の最も 外側にある首都圏中央連絡自動車道

（ 圏央道） は、 都心から 4 0 ～ 6 0 km の圏域を環状に連絡する延

長約 3 0 0 km の道路です。 圏央道は、 首都圏の業務核都市や物流

拠点などを、 横浜港や成田空港等と 連絡し 、 広域的な道路ネッ ト

ワーク を 形成する など、 多摩地域や首都圏のさ ら なる発展に対

し て重要な役割を担います。

　 平成 2 6 年 6 月に高尾山 IC から 相模原愛川 IC までが開通し 、

東京都内区間が全線開通と なり 、 平成 2 9 年 2 月には、 茨城県

区間が全線開通し 、 東名高速から 東関東道までの６ つの高速道

路が圏央道で結ばれまし た。

　 こ れら の開通により 、 都心経由から 圏央道経由へ交通の転換

が図ら れると と も に、 沿線の企業立地が促進さ れる など、 様々

な効果が発現さ れています。

外環（ 関越道～東名高速間） 平面図

首都高速道路の整備

◆ 首都高速晴海線

　 首都高速晴海線は、 江東区有明から 中央区晴海に至る延長約 2 .7 km の路線であり 、 現在、 都心環状線を利用し ている築地・ 月島地

区、 晴海地区等の交通及び今後、 臨海副都心地域などで発生する交通を高速湾岸線に直結さ せ、 周辺の交通状況を改善すると と も に、

湾岸線を介し た羽田空港や川崎・ 横浜・ 千葉などの湾岸施設と のアク セス機能強化に寄与し ています。

　 こ のう ち、 有明～豊洲間は平成 2 1 年２ 月、 豊洲～晴海間は平成 3 0 年３ 月に開通し まし た。 こ れにより 、 並行する一般道路の混雑

が緩和するなどの効果が発現さ れています。

（ JCT、 IC は仮称。 供用区間は除く 。）
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木密地域における都市計画道路の整備

　 木造住宅密集地域（ 木密地域） は、 老朽化し た木造住宅や狭あい

な道路が多いこ と などから 、 防災上の課題を 抱えており 、「 首都直下

地震等による 東京の被害想定」（ 平成 2 4 年度東京都防災会議） にお

いても 、 地震火災など大き な被害が想定さ れています。

　 都は、 災害時に特に甚大な被害が想定さ れる木密地域（ 整備地域）

約 6 ,5 0 0 ha を、 燃え広がら ない・ 燃えないまちにするこ と を 目指し 、

市街地の不燃化を 促進する と と も に、 延焼遮断や避難、 救援など防

災性の向上に資する都施行の都市計画道路（ 特定整備路線） 2 8 区間、

約 2 5 km の整備を推進し ています。

　 特定整備路線の整備に当たっ ては、 関係権利者の生活再建に十分

配慮し 、 理解と 協力を 得ながら 事業を 進めていく こ と が重要です。

こ のため、 民間事業者を 活用し た相談窓口を 設置し 、 移転先情報の

提供、 建物の建替えプラ ンの提案、 税金や権利関係の相談などき め

細やかな対応を 図っ ています。 あわせて、 優遇金利によ る 移転資金

の貸付、 都営住宅や代替地のあっ せんなど 、 関係権利者の意向を 踏

まえた生活再建の支援を行っ ています。

　 引き 続き 、 地域の防災性を 向上さ せる特定整備路線の整備を 推進

し ていき ます。

災害時に特に甚大な被害が想定さ れる 木密地域
（ 整備地域 約 6 ,5 0 0 h a ）

資料提供 ( 国土交通省 )

放射第５ 号線（ 牟礼橋付近） 環状第 2 号線（ 築地地区）

調布保谷線（ 神代植物公園付近）

区部の道路

多摩の道路

　 区部の重要な道路は、 放射・ 環状型の道路網です。 し かし 、

依然と し て整備が必要な区間が残っ ており 、 交通渋滞が発生し

ています。

　 そこ で、 環状方向や区部と 多摩を結ぶ幹線道路のう ち 、 まだ

つながっ ていない区間を重点的に整備し ています。 主な整備路

線は、 放射第 5 号線、 放射第 7 号線（ 目白通り ）、 環状第 2 号

線、 環状第 6 号線（ 山手通り ） などがあり ます。

　 放射第５ 号線は、 千代田区麹町一丁目から 杉並区久我山三丁

目に至る延長約 1 5 km の骨格幹線道路です。

　 こ のう ち、 唯一の未整備区間であっ た久我山区間を含む、 杉

並区下高井戸五丁目から 久我山三丁目までの約 2 .9 ｋ ｍの区間に

ついて、 隣接する東八道路の約 0 .7 ｋ ｍの区間と 合わせて、 令和

元年６ 月に４ 車線で交通開放し まし た。

　 こ れにより 、 区部と 多摩地域を結ぶ、 東京の東西方向の大動

脈が形成さ れ、 アク セス性が向上すると と も に、 周辺地域の生

　 多摩地域では、 主要な幹線道路が東西方向と 南北方向の格子

状に配置さ れた計画と なっ ています。

　 現在、 こ れまで整備が遅れていた調布保谷線や府中所沢・ 鎌

倉街道線（ 鎌倉街道） など南北方向の道路について整備を進め

ると と も に、 東八道路や新青梅街道など東西方向の道路の整備

も 行っ ています。

　 調布保谷線（ 1 4 .2 km ） は、 稲城市矢野口から 西東京市北町三

丁目に至る、 多摩地域を南北方向に結ぶ幹線道路の一つで、 交

通の円滑化、 地域の自立性や都市間連携の強化、 防災性の向上

に資する重要な路線です。平成 2 7 年８ 月に最後の未開通区間（ 西

東京市内） を交通開放し 、 全線開通し まし た。

　 こ のう ち、 暫定２ 車線と なっ ていた東八道路から 新道北通り ま

での約２ km の区間を令和元年９ 月に４ 車線で交通開放し まし た。

　 整備にあたっ ては、 沿道の生活環境を保全するため、 幅員 1 6

ｍの車道の両側に 1 0 m ずつの環境施設帯を設置し 、 総幅員 3 6

ｍの道路と し ています。

　 環境施設帯には、 緑豊かな植樹帯を整備すると と も に、 歩行

者と 自転車の分離や無電柱化を進めており 、 安全で快適な都市

空間を創出し 、 良好な景観形成に配慮し た道路と し ています。

　 府中所沢・ 鎌倉街道線の国分寺区間は、 現在、 国分寺 3 ・ 4 ・

6 号線から 五日市街道までの約 1 .4 ㎞の区間において、 西武国分

寺線と のアンダーパス工事などを進めています。 また、 多喜窪通

り から 国分寺 3 ・ 4 ・ 6 号線までの約 1 .1 ㎞の区間を 平成 2 9 年

3 月に交通開放し 、 南北方向のアク セス性が向上すると と も に、

並行する府中街道の交通量が減少するなどの効果があり まし た。

活道路へ流入する 通過交通が減少するなど、 安全性が向上し ま

し た。

　 環状第２ 号線は、 江東区有明から 千代田区神田佐久間町まで

の延長約 1 4 km の骨格幹線道路です。

　 こ のう ち、 こ れまで未開通と なっ ていた豊洲から 築地までの

約 2 .8 ㎞の区間が平成 3 0 年 1 1 月に暫定開通し 、 令和２ 年３ 月

には、 旧築地市場内の区間で道路の切り 替えを 行い地上部道路

が開通し まし た。

　 本路線は、 臨海部と 都心部の連絡を 強化し 、 地域交通の円滑

化や避難経路の多重化によ る防災性の向上を 図る上で重要な幹

線道路です。

　 晴海、 勝どき 、 新橋・ 虎ノ 門地区などで進む新たなまちづく

り に伴い発生する 交通需要に対応するためにも、 引き 続き 全線

開通に向けて整備を推進し ていきます。

東京の道路ネッ ト ワーク
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多摩山間・ 島し ょ 部の道路

　 多摩山間・ 島し ょ 地域の交通は、 人の移動や物資の輸送の多

く を 道路が担っ ており 、 と り わけ、 主要道路である都道は、 日

常生活を 支え、 産業・ 経済・ 文化などの活動・ 振興に大変重要

な基盤施設と なっ ています。

　 自然豊かで急峻な地形を 有し たこ れら の地域では、 自然環境

の保全に努めながら 、 見通し の悪いカ ーブや大型車のすれ違い

が困難な道路の拡幅や線形改良、 バイ パス道路による集落の孤

立化防止や観光シーズン の渋滞解消、 歩行者の安全確保など、

地域振興と 防災性向上に資する道路整備を推進し ています。

　 多摩山間部では、 多摩川南岸道路や秋川南岸道路など、 島し ょ

部では、 大島循環線や三宅循環線などで事業を実施し ています。

　 こ のう ち、 神津島村では平成 1 2 年の地震災害において都道が

寸断さ れたこ と から 、 災害に強い道路整備を 進め、 令和２ 年１

月に約８ ６ ０ ｍの道路が鉄砲場地区に完成し まし た。 あわせて村

道森田線が都道に移管さ れたこ と により 、 新たな都道が全線開

通し 、 ダブルルート 化が図ら れまし た。

　 橋梁は道路と 一体と なり 、 河川や鉄道などで隔てら れた地域

を相互に結ぶ重要な構造物です。

　 ひと たび、災害等による被害が生じ ると 、交差する道路・ 河川・

鉄道等への二次的な被害による影響が考えら れるこ と から 、安全

で快適な道路ネッ ト ワーク を形成する上でも 重要な構造物です。

　 橋梁の整備では、耐震性・ 耐荷力の向上を図る架け替えのほか、

線形改良等に伴う 新設や、 交通上のボト ルネッ ク を 解消する た

めの架け替えによる拡幅などを 行っ ており ます。 こ れによ り 災

害発生時における避難・ 輸送ルート の安全を 確保し 、 道路ネッ

ト ワーク の強化が図ら れます。

　 現在事業中の主な橋梁は、 多摩川に架かる関戸橋（ 府中市～

多摩市） や等々力大橋（ 仮称）（ 世田谷区～川崎市） のほか、 秋

川に架かる本宿橋（ 仮称）（ 檜原村） などがあり ます。

◆ 連続立体交差事業

　 道路整備の一環と し て鉄道を 連続的に高架化又は地下化し 、

多く の踏切を 一挙に除却する事業であり 、 踏切による 交通渋滞

の解消や、 鉄道により 分断さ れていた市街地の一体化、 高架下

空間の活用など周辺のまちづく り に寄与する極めて効果の大き

な事業です。 こ れまでに東京都では、 3 9 事業が完了し 、 3 9 5 箇

所の踏切を除去し まし た。

　 令和２ 年度には、 京浜急行本線（ 泉岳寺駅～新馬場駅間） で

事業に着手し 、 現在、 京王京王線や西武新宿線など５ 路線６ 箇

所（ R3 .4 .1 時点） で事業を行っ ています。

　 引き 続き、 現在事業中箇所の立体化に向けて工事を 進めると

と も に、 新規事業化に向けて取り 組んでいきます。

◆ 単独立体交差事業

　 道路を単独で立体化、 あるいは鉄道を比較的短い区間で立体

化する事業です。

　 平成 2 9 年３ 月には、 国分寺３ ・ ２ ・ ８ 号府中所沢線と JR

中央線と の交差部の国分寺陸橋が完成し 、 こ れにより 交通の円

滑化が図ら れまし た。 補助第 2 6 号線（ 豊町）（ JR 横須賀線・

新幹線） など７ 箇所（ R3 .4 .1 時点） で事業中です。

　 都内には現在、 約 1 ,0 5 0 箇所の踏切があり ます。 踏切は、 道路交通を阻害し 、 安全で効率的な都市活動の障害と なっ ています。

　 東京都では、 踏切による渋滞を解消し 、 都市の機能や利便性を向上さ せるため、 道路と 鉄道の立体交差化を進めています。

道路と 鉄道

新小岩陸橋（ たつみ橋交差点上空から ）

将門大橋（ 多摩川南岸道路）［ 平成 2 7 年 5 月開通］

道路と 鉄道の立体交差事業

道路と 道路

　 交通量の多い交差点では、 交通渋滞や、 こ れによる排気ガス

の増大などの問題が生じ ています。 こ のため、 一方の道路を高

架も し く は地下にする、 道路と 道路の立体交差の整備を進めて

います。

　 新小岩陸橋では、 交通量の多い蔵前橋通り を立体化するこ と

により 、 交通渋滞の解消や沿道環境の向上を図り まし た。

橋 梁 の 整 備

道 路 の 立 体 交 差

京成押上線（ 押上駅～八広駅間） 連続立体交差事業

（ 環状第４ 号線（ 明治通り ） の踏切によ る最大渋滞長約 3 8 0 m ）

高架化前 高架化後

神戸山多幸線（ 鉄砲場地区）［ 令和２ 年１ 月完成］
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　 令和２ 年 4 月 1 日現在、 東京都におけ る 道路は、 総延長

約 2 4 ,7 1 2 km （ う ち 都道は総延長約 2 ,3 7 3 km ） で、 総面積は約

1 8 9 .5 9 km 2 （ う ち都道は総面積約 4 6 .0 6 km 2 ） と なっ ています。

　 道路の管理に関する事業と し ては、 道路法に定めら れた各種

手続き 事務（ 道路の路線名・ 起点・ 終点を 決定する 路線認定、

道路を管理する具体的な範囲を定める区域決定・ 変更等）、 各種

許可事務（ 幅や重量等が一定基準を 超える車両に対する 特殊車

両通行許可、 電気・ ガス・ 上下水道・ 電話などのラ イ フ ラ イ ン

施設などを 設置し 、 道路を 継続し て使用する 道路占用許可等）

の他、 道路の不適正利用に対する 指導・ 取締り 業務、 路面の維

持補修、 道路施設の整備、 自転車走行空間整備、 沿道環境整備

事業などがあり 、 生活環境の保全と 調和を 図り ながら 推進し て

います。

　 さ ら に、 地下道路において、 情報通信技術（ ICT） を活用し た

施設の効果的な維持管理の検討を行っ ています。

　 また、 平成 2 3 年に発生し た東日本大震災では、 救援物資の輸

送や災害時の復旧活動における道路が果たす役割の重要性が再

認識さ れまし た。 震災時における緊急輸送道路の機能を確保す

るため、 電線類を地中化する無電柱化など「『 未来の東京』 戦略」

で示し た取組を積極的に進めていきます。

　 東京の道路は、 都民の生活を支え、 災害時には避難・ 救援活

動の生命線と なると と も に、 全国の交通ネッ ト ワーク の要と し

て、 社会経済の発展を支える重要な社会資本です。

　 こ のよう な重要な道路を常に良好な状態に保ち、 安全な通行

を確保するため、 道路の維持修繕に取り 組んでいます。

　 維持修繕の取組みと し て、 日常的な巡回点検や定期点検、 大

雨等の際に行う 異常時点検等の各種点検を着実に行い、 道路の

状況を的確に把握するこ と で、 維持工事や計画的な補修・ 補強

工事を実施し ています。

　 道路利用者の安全を確保するため、日常的な巡回点検と し て、

道路巡回車を使用し 、道路や橋梁の損傷・ 劣化、道路上の落下物、

街路灯の不具合等を発見し 、 適宜必要な対策を講じ ています。

　 点検は都管理道路を概ね３ 日で１ 周するよう 実施し ており、 道

路の破損や異常等を年間５ 万件以上発見し ています。

　 その他にも 、 側溝し ゅ んせつや路面清掃、 橋梁の塗替塗装、

橋面舗装などを行っ ています。

◆ 路面補修

　 島し ょ 部を除く 全ての路線を対象に、 3 年に 1 回実施する路

面性状調査によ り 、「 ひびわれ」、「 わだち 掘れ」、「 平坦性」 を

測定し 、 M N I と いう 指標で評価し ています。

　 調査結果によ り 、 要補修箇所の選定や優先順位づけを 行い、

計画的に路面補修を行う こ と で、 道路利用者に安全で快適な走

行を提供し ています。 また、 歩道においては、 路面補修にあわ

せて段差・ 勾配の改善を図っ ています。

内堀通り

※ 道路延長（ km ）、 道路面積（ km 2 ） は小数点以下四捨五入の

関係で計が一致し ない場合がある

上段： 道路種別

中段： 道路延長

下段： 全体に占める割合（ ％）

＊１ 　  一般国道と は、 指定区間 2 7 7 km （ 自動車専用道路 2 8 km

を含む）、 指定区間外（ 都管理） 7 4 km 、 の合計である。

＊２ 　 都道には、 首都高速道路 2 0 2 km を含む。

注： 都が管理する道路は約 2 ,2 4 5 km （ 9 .1 % ） である。

道路巡回車 応急作業

最先端技術を活用し た調査

（ ト ンネル内変形計測）

ト ンネルの補修・ 補強
橋梁塗装

側溝浚渫

路面性状自動測定装置（ 車両） ゆり かも め路面補修 多摩都市モノ レール

道路・ 橋梁維持事業

道路補修事業

● 沿道環境等に配慮し た路面の高機能化

　 道路交通騒音対策の必要な箇所には、 低騒音舗装や二層式低

騒音舗装を 実施し 、 ヒ ート アイ ラ ンド 対策が特に必要な箇所に

は、 路面温度上昇を 抑制する遮熱性舗装・ 保水性舗装を 実施す

るなど、 傷んだ路面の補修にあわせて沿道環境等に配慮し た路

面の高機能化を行っ ています。

◆ 道路施設整備

　 全ての道路施設（ ト ンネル、地下歩行者道、擁壁、共同溝など）

を対象に、 5 年に 1 回実施する定期点検の結果により 、 道路施

設の異常・ 損傷を早期に発見し 、 必要な措置を講ずると と も に、

計画的に補修・ 補強を行い、道路利用者の安全を確保し ています。

● ト ンネルの予防保全型管理の推進

　 高齢化が進むト ンネルの安全性を 確保し ていく ために、 損傷

や劣化が進む前に適切な対策を 行う 予防保全型管理の取組を 進

めていま す。 平成 2 7 年 1 1 月には、 最先端技術を 活用し た詳

細健全度調査の結果を 基に「 ト ンネル予防保全計画」 を 策定し

まし た。 こ の計画に基づき、 点検・ 補修・ 補強を 実施し 、 全て

のト ンネルを今後 1 0 0 年間更新するこ と なく 健全な状態に保つ

こ と を 目指し ます。

● 新交通システム・ 都市モノ レール施設の修繕

　 新交通システムや都市モノ レ ールは、 地域の重要な都市交通

の手段と し て人々の暮ら し を 支える と と も に、 地域の「 にぎわ

い」 や「 活気」 の創出にも 大き な役割を 果たし ています。

　 イ ンフ ラ 部分（ 支柱・ 軌道桁・ 連絡通路等） は、 道路施設と

し て道路管理者が管理し ており 、 道路施設点検結果に基づき、

維持・ 修繕を 計画的に講じ るこ と で、 交通の円滑化と 利用者の

安全を 確保し ています。

東京都における 国・ 都・ 区市町村道の内訳

（ 令和２ 年 4 月 1 日現在） 東京都における 道路状況（ 令和２ 年 4 月 1 日現在）

主な占用物件

令和元年度道路占用許可件数（ 都管理道路）

道 路 の 管 理

高速自動車国道

5 0 km

0 .2 %

一般国道 * １

3 5 1 km

1 .4 %

都道 * ２

2 ,3 7 3 km

9 .6 %

区市町村道

2 1 ,9 3 8 km

8 8 .8 %

東京電力　 1 1 %

東京ガス　 7 %

都交通局 ・ 東京メ ト ロなど

６ %

N TT　 8 %

水道事業者　 8 ％

下水道事業者　 5 %

N TT 以外の

認定電気通信

事業者　 ２ %

一般占用

5 3 %

総件数

約 3 5 ,0 0 0
例：  突出看板

　 　 室内標識

　 　 工事用足場

　 　 公共駐車場など

道路・ 橋梁の維持修繕

遮熱性舗装による路面温度上昇抑制効果
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● 道路照明の LED 化

　 LED は、 省エネラ ンプ（ セラ ミ ッ

ク メ タ ルハラ イ ド ラ ン プ・ 高圧ナト

リ ウムラ ン プ） と 比べ消費電力が少

なく 、 環境負荷の低減が見込まれる

こ と に加え、 耐用年数も 長いこ と か

ら 、 順次、 道路照明の LED 化に取り

組んでいます。

◆ 橋梁の長寿命化

　 橋梁の長寿命化事業は、 隅田川に架かる清洲橋、 永代橋、 勝

鬨橋に代表さ れる文化財的価値の高い著名橋、 架替えに多額の

費用と 周辺への多大な影響が予測さ れる長大橋、 鉄道や道路を

跨ぐ 橋梁、 主要な幹線道路の橋梁について、 最新の技術や材料

により 、 補修や補強を行う こ と で、 より 安全で耐久性に優れた

橋梁に改良し 、 安全・ 安心を 確保する 事業です。 こ れにより 、

対策後 1 0 0 年以上の延命化を目指し ます。

　 全橋梁を対象に、 5 年に 1 回実施する定期点検の結果により 、

補修の必要があると 判断さ れた場合は、 損傷に応じ た補修や補

強を適切に実施し 、 安全を確保し ています。

　 山間・ 島し ょ 部の道路は、 地域の生活や経済活動等を支える

生命線と も いえる重要な社会基盤であり 、 こ れら 道路の災害を

未然に防ぐ 斜面の安全対策は極めて重要です。 山岳道路斜面の

安全対策は、 5 年に 1 回実施する定期点検調査などにより 、 斜

面の状況を的確に把握し 、 緊急性の高い箇所から 計画的に対策

を実施し ています。

　 阪神・ 淡路大震災を契機に建設業団体等と 資機材や労力の提

供等に関する具体的な項目を定めた協定を結び、 約 5 0 0 社の地

元協力業者により 、 早期に都道の障害物除去作業を行う 体制を

整えています。

　 また、 東京消防庁や警視庁等と 連携し て総合防災訓練を実施

し 、 障害物除去作業を協力業者と 合同で行う こ と で、 習熟度を

高め、 災害対応力の向上を図っ ています。

　 道路交通騒音の著し い幹線道路の沿道整備推進策と し て、 住

宅の防音工事助成、 緩衝建築物（ 道路交通騒音が背後に通り 抜

けないよう な建物） の建築費等の一部負担などを行っ ています。

　 豪雨・ 地震・ 噴火災害など異常な天然現象に伴う 災害で被害

を受けた道路施設を「 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」

に基づいて復旧する事業です。

　 令和元年 1 0 月の台風第 1 9 号により 、 一般都道 1 8 4 号日

の出町大久野地区等において道路の崩落など が発生し ま し た

が、 直ちに応急仮復旧を行っ た後、 国庫負担法の適用を受けて

復旧工事を実施し まし た。

　 また、 都は区市町村における災害復旧についても 、 国への申

請窓口と し ての業務や、 必要な指導・ 支援を行っ ています。

　 積雪時における道路交通の安全を確保するため、 あら かじ め

地元協力業者の作業箇所等を 定めると と も に、 資機材や労力、

作業分担、 建設事務所の対応要員及び連絡系統等を整え、 実施

態勢を確保し ています。

　 都が保有する除雪車には、 走行性の高い車両２ 台を 配備し 、

除雪作業の効率化を図っ ています。

　 通常、 道路の占用は道路の敷地外に余地が無く 、 やむを 得な

い場合に許可でき ますが、 都市再生特別措置法や国家戦略特別

区域法に基づく 道路占用許可の特例により 、 まちのにぎわい創

出や道路利用者の利便増進に資する 施設を 設置するこ と ができ

ます。

　 こ の特例を 活用し て、 環状第二号線（ 新虎通り ） で、 地元の

エリ アマネジメ ント 団体がオープンカ フ ェ 等を設置し ています。

　 また、 東京駅丸の内口周辺の行幸通り 及び新宿副都心四号街

路等で、 イ ベント 施設を 設置するこ と ができ るよう になり 、 エ

リ アマネジメ ント 団体が周辺施設と 一体と なっ た様々なイ ベン

ト を実施し ています。

　 道路利用のモラ ル向上や潤いのある道路空間の創出を 目的と

し て、 道路の清掃や植栽の手入れなどの美化活動を 地域住民団

体や企業などと 東京都が協力し て進めていく 制度です。

　 参加対象は、 自治会、 商店会、 学校、 企業などの団体で、 活

動区間は都道の歩道部分です。

　 参加受付は、 活動を 希望する都道を 所管する各建設事務所管

理課、 支庁土木課で行っ ています。 参加受付後は、 活動場所・

活動内容を 確認のう え、 都と 参加団体と で協定を 結び活動を 開

始し ていただき ます。 活動にあたっ ては、 活動用具等の購入費

用の一部を支援する制度も あり ます。

大島における活用事例

（ 平成 2 5 年台風 2 6 号による被害状況）

橋梁の点検状況

支承補強後

斜面の点検状況

地元業者による除雪作業 都が保有する除雪車

環状第二号線（ 新橋・ 虎ノ 門間） に設置さ れているオ－プンカフ ェ の様子

活動風景

訓練状況（ 障害物除去）

コ ンク リ ート 補修状況

床版取替後

法枠による斜面対策

※ レ スキュ ー・ ナビゲーショ ンは、 本庁、 建設事務所、 管理工

区及び支庁に配備さ れており 、 日常管理業務にも 活用さ れて

います。

レ ス キ ュ ー・ ナ ビ ゲー

ショ ン

橋梁整備事業

道路災害防除事業

地震時

積雪時

道路災害復旧事業

沿 道 環 境 の 整 備
災 害 対 応

東京ふれあいロード ・ プログラム

道 路 占 用 許 可 の 特 例

● 情報通信技術（ ICT） を活用し た道路管理

　 災害対応力の向上や道路施設の効率的な維持管理の実現に向

けて、 情報通信技術（ ICT） の活用に取り 組んでいます。

  災害時（ 震災・ 水害・ 雪害など） においては、 スマート フ ォ ン

を 利用し て、 迅速・ 確実な道路被害情報の収集、 本庁と 各事務

所間における効率的な情報共有の実現、 道路の被害情報を デー

タ ベースで蓄積するこ と を 目的に、 レ スキュ ー・ ナビ ゲーショ

ンを 運用し ています。 その他にも 、 山岳道路の一部にカ メ ラ や

雨量計等を 設置し 、 本庁と 事務所で現地の状況を 確認でき るよ

う にするなど、 災害対応力の向上を図っ ています。

被災状況 復旧状況
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　 都市防災機能の強化、 安全で快適な歩行空間の確保、 良好な都市景観の創出を図るため、 電線共同溝等の整備により 、 道路上に張り 巡らされた

電線類を地下に収容する無電柱化を推進しています。

　 平成 2 9 年９ 月には、 更なる無電柱化の推進に向けて、 都道府県初の「 東京都無電柱化推進条例」 を施行し 、 これに基づき今後 1 0  年間の方針

や目標を定めた「 東京都無電柱化計画（ 平成 3 0  年 3  月）」 を策定しました。

　 令和元年度までに、 都市計画幅員で完成している都道のう ちセンター・ コア・ エリア *内の無電柱化が概ね完了し 、 引き続き、 震災対策上、 重

要な位置付けにある緊急輸送道路や利用者の多い主要駅などで重点的に整備を進めています。 あわせて、 区市町村道の無電柱化に対する財政的・

技術的支援を行い、 整備を促進しています。 さらに、 これまでの歩み以上に無電柱化を一層推進させるため、 年間の整備規模倍増による都道のス

ピード アッ プ、島しょ 地域の推進、区市町村道への支援強化などの7 つの戦略を示した「 無電柱化加速化戦略」 に基づき、都道、区市町村道など、

島しょ 地域も含め、 都内全域で無電柱化の取組を更に加速させていきます。

◆ 交差点すいすいプラ ン

　 道路幅員の狭い片側一車線の交差点において、右折待ち車両によっ

て発生する渋滞を緩和するため、 交差点直近の用地を取得し 右折車

線等を整備する「 第３ 次交差点すいすいプラン (平成2 7 年３ 月策定)」

を進めています。 本プランは多摩地域を中心に進めており、 対策を

実施し た交差点では交差点通過時間の短縮などが図られ、 交差点付

近の歩道をあわせて整備するこ と で、 歩行者の安全も確保し ていま

す。

◆ 既存スト ッ ク の有効活用による渋滞対策

　 都内の慢性的な渋滞解消に向けて、 即効性の観点から 、 既存

の道路空間を活用し た渋滞対策を進めています。 平成 2 9 年２ 月

に策定さ れた「 ハイ パースムーズ東京」 に基づき、 関係各局及

び警視庁や国土交通省と も 連携し て、 右折レ ーンの延伸や区画

線の変更によ る道路施設の改善、 荷さ ばき 対策、 ITS 技術（ 高

度道路交通システム） の活用など、 現地の特性に適し たハード ・

ソ フ ト 対策を組み合わせて、 交通流の円滑化を図っ ています。

　 快適な道路空間を創出し 、 美し さ や潤いのある道路づく り を進

めるため、 歩道舗装や道路照明、 横断抑止柵の修景など道路の景

観整備を進めています。 沿道の街並みと 調和し た整備を行う 「 東

京スト リ ート ヒ ュ ーマン 1 st 事業」 や、 地域の核と なる商店街や

駅前などで整備を行う 「 道路修景事業」 等を実施し ています。

　 都は、 道路の効用を保持し、 円滑な道路交通を確保するため、八重

洲・昭和通りの地下駐車場など６ ケ所（ 1 ,2 4 5 台）の都営駐車場を運営し、

路上駐車対策に寄与しています。また、６ ケ所全ての駐車場に指定管理

者制度を導入するなど、利用者サービスの向上等の工夫を図っています。

渋滞対策

駐車場の運営

沿道の街並みと

調和し た整備事例

外堀通り

（ 新宿区四谷一丁

目）

自転車ナビマーク ・ ナビラ イ ン

（ 車道混在）

千住小松川　 西沖線（ 江戸川区）

広い歩道を活用し た自転車歩行者道

（ 構造的分離）

東八道路（ 三鷹市）

自転車レーン

（ 普通自転車専用通行帯）

旧玉川水道道路（ 渋谷区）

（ 通過時間： 1 5 分） （ 通過時間： ２ 分）

秋川街道（ 上川橋交差点）

無 電 柱 化 の 推 進

安全で快適な道路空間の整備 改良前 改良後

自転車通行空間の整備

◆ 歩道の整備

　 歩道は、 歩行者等の安全確保や街路樹等による良好な都市景観の

形成、 ライフラインの収容空間の確保など、 多様な機能を有する重

要な施設です。 このため、 歩道が無い又は狭い箇所において、 車い

すがすれ違う こと のできる、 幅員２ ｍ以上の歩道を整備し 、 安全で

快適な歩行空間を確保しています。

　 歩行者等の安全や円滑な移動空間を確保するため、 歩道の整備や

道路のバリ アフリ ー化、 道路標識の整備など、 交通安全施設の整備

を行っています。

交通安全施設の整備

交通安全対策と 渋滞の緩和

整備前

整備前

大久保通り （ 中野区紅葉山）

バリ アフ リ ー化整備事例

尾久橋通り （ 足立区扇）

道路の面的なバリ アフ リ ー化の整備イ メ ージ図

整備後

整備後

野猿街道

（ 八王子市子安町）

* 概ね首都高速中央環状線の内側のエリ ア

　「 東京都自転車走行空間整備推進計画」 等に基づき、歩行者、自転車、自動車がと もに安全で安心し て通行できる道路空間を実現するため、

交通管理者と 連携し て、 自転車レーンや広い歩道を活用し た自転車歩行者道など、 地域の道路事情に応じ た整備手法により 自転車通行空

間の整備を進めています。 また、 国や区市町村などと 連携し 、 自転車通行空間の都内全域でのネッ ト ワーク化に取り 組んでいます。

道路の景観整備

◆ 道路標識の整備

　 道路標識は、 道路利用者の安全と 円滑な移動を確保するために

欠く こ と のできない重要な道路施設です。 都では誰も が安全で快

適に通行できるよう 、 ピク ト グラ ムや路線番号の追加、 標識類の

整理、 視認性の向上など、 わかり やすい道路標識の整備に取り 組

んでいます。

　 また、 観光情報と バリ アフ リ ー情報を掲載し た歩行者用の案内

標識（ 地図標識） の整備を産業労働局と 合同で進めています。

◆ 道路のバリ アフ リ ー化

　 高齢者や障害者等、 誰

もが安全で快適に通行で

きる歩行空間を確保する

ために、 歩道の段差解消、

勾配の改善、 視覚障害者

誘導用ブロッ ク の設置な

どの道路のバリ アフリ ー

化に取り 組んでいます。

　 これまで、 駅や官公庁、

福祉施設などの生活関連

施設を結ぶ都道のバリ ア

フリ ー化を推進してきました。

　 現在は、 平成 2 8  年３ 月に策定した「 東京都道路バリ アフリ ー推進

計画」 に基づき、 都道のバリ アフリ ー化を進めています。

　 さ らに、 道路のバリ アフリ ー化を東京 2 0 2 0 大会のレガシーとし て次

世代に引き継ぐため、 主要な駅と公共施設、 福祉施設などを結ぶ道路に

おいて、国や区市等と連携した面的なバリ アフリ ー化を推進しています。

道路標識整備のイ メ ージ
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　 河川事業は、 洪水・ 高潮等による水害や土砂災害等の危険から 都民の生命と 暮ら し を守ると と も に、 う るおいのある水辺の形成や、

河川利用の推進などを通じ て良好な河川環境と 都市環境を創出し ます。 河川事業の基本である「 中小河川の洪水対策」、「 低地河川の

高潮・ 地震対策」、「 多摩・ 島し ょ 地域の土砂災害対策」 をさ ら に推進すると と も に、 水辺の緑やにぎわいを創出し 、 川が人々の心を

豊かにする「 魅力的な水辺空間」 と なるよう 整備に取り 組んでいきます。

　 東京都の河川はその地勢から 、 概ね西部に源を発し て東京湾に注いでいます。 そのう ち、 国土交通大臣が指定する一級河川と し ての多摩川水

系、 荒川水系、 利根川水系、 鶴見川水系の 9 2 河川、 都知事が指定する二級河川と し ての 1 5 河川があり 、 合計すると 、 都内の河川は 1 0 7 河川、 約

8 5 7 km になり ます。

　 こ のう ち、 荒川や江戸川など、 国土交通省が管理する河川を除く 1 0 5 河川、 約 7 1 0 km を東京都が管理し ています。

　 また、東京都管理河川のう ち、区部の 4 6 河川については、「 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例」 により 区が管理を行っ ています。

　 こ のほか、 区市町村が指定・ 管理する準用河川が 2 0 河川、 約 3 3 km あり ます。

　 人口や資産が集積する都市部などにおいて、 台風や集中豪雨

によ る 水害から 都民の命と 暮ら し を 守る ため、 １ 時間当たり

5 0 ミ リ の降雨によ り 生じ る 洪水に対し て安全を 確保する こ と

を目標と し て中小河川の整備を進めてき まし た。

　 し かし 、 近年はこ れまでの目標整備水準を超える集中豪雨な

どが増加し 、 それに伴う 水害が発生し ています。

　 こ のため、 神田川や石神井川など区部の台地を流れる河川は

時間 7 5 ミ リ 、 野川など多摩部を流れる河川は時間 6 5 ミ リ （ い

ずれも 年超過確率 1 /2 0 のレ ベルに相当） に目標整備水準を引

き上げ、優先度を考慮し ながら 水害対策の強化を図っ ています。

　 時間 5 0 ミ リ までは河道整備により 洪水を 安全に流すこ と を

基本と し 、 それに調節池などを組み合わせて、 地域の状況に応

じ た効果的な対策を実施し ています。

　 区部の神田川や石神井川、 白子川、 多摩部の空堀川、 鶴見川、

谷地川など都内 4 6 河川、3 2 4 km において、川幅を広げたり （ 河

道拡幅）、 河床を 掘り 下げる（ 河床掘削） などの河道整備を 進

めています。

　 整備にあたっ ては、 治水面の安全性の向上と あわせて、 管理

用通路を緑豊かな遊歩道と し て整備し 、 川沿いにスペースがあ

る箇所では、 緩やかな傾斜の護岸を整備するなど、 人々が水辺

に近づける工夫をすると と も に、 動植物の生息・ 生育環境など

にも 配慮し た川づく り に努めています。

　 川沿いにビルや住宅が立ち並ぶなど、 川幅を広げるなどの河道

整備に長期間を要する箇所においては、 洪水の一部を貯留する調

節池や、 洪水の一部を別のルート に分けて流す分水路を整備し 、

水害に対する安全性を早期に向上できるよう に努めてきまし た。

　 令和元年度末までに 1 2 河川 2 8 箇所（ 一部供用を含む） で総容

量約 2 5 6 万 m 3 の調節池と 、 ５ 河川８ 箇所で総延長約 1 2 km の分

水路が完成し ています。

　 今後は、 時間 5 0 ミ リ を超える降雨によって生じ る洪水について

は調節池により 対応するこ と を基本と し 、 新たな目標整備水準の

達成に向けた調節池の整備を神田川や境川など優先度が高い 9 流

域で順次進めています。

　 現在は、「 城北中央公園調節池」（ 石神井川） や「 境川木曽東調節

池」、「 谷沢川分水路」 など、 8 施設の調節池等を整備し ています。

こ のう ち、 神田川、 石神井川及び白子川流域では、「 神田川・ 環状

七号線地下調節池」 と 「 白子川地下調節池」 を連結し 、 各流域間

で調節池の容量を相互に融通できる「 環状七号線地下広域調節池」

の整備を進めています。 これらの調節池等を令和 7 年度（ 2 0 2 5 年）

までに稼働さ せ、 都内全域の調節池総貯留量を約 1 .4 倍（ 令和元

年度末比） に拡大し ていきます。

　 さ ら に、 平成 3 0 年度の「 防災事業の緊急総点検」 を受け、 神田

川や野川など 8 河川において、 新たな調節池の事業化に向けた検

討を実施し 、 令和 1 2 年（ 2 0 3 0 年） までに新たに約 1 5 0 万ｍ 3 の

調節池の整備を推進し ていきます。

　 大規模災害時に河川を緊急輸送ルート 等と し て利用するため、 防災船着

場を整備し ています。 平常時には、（ 公財） 東京都公園協会の「 東京水辺

ラ イン」 と し て活用し ている防災船の発着場と し て利用すると と もに、 隅

田川の６ 箇所の防災船着場では、 屋形船等に一般開放を行っ ており、 観光

舟運の拠点と なっています。

　 都内の河川では、 船舶等が無秩序に係留さ れて河川管理上支

障と なっ ています。 その適正化を 図る ため、 平成 1 5 年 1 月に

施行し た「 東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例」 に基

づいて不法係留船対策に取り 組むと と も に、 その受け皿と し て

係留保管施設を整備し ています。

東京都河川分布図

係留保管施設（ 海老取川　 大田区） 水上バス「 東京水辺ラ イ ン」 と 桜橋防災船着場（ 隅田川  台東区今戸）

河道整備

（ 石神井川   練馬区）

神田川・ 環状七号線

地下調節池（ 杉並区）

親水性に配慮し た

川づく り

( 谷地川 八王子市）

河道整備

調節池・ 分水路の整備

係留保管施設の整備 防災船着場の整備と 有効活用

中 小 河 川 の 整 備

河 川 の 管 理 と 活 用

河 川 の 事 業

令和元年度まで実施済

3 0令和２ 年度以降残又は実施中中小河川の整備状況
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　 都民の河川への関心や水害・ 土砂災害・ 水難事故への認識を

深めても ら う こ と を 目的と し て、 河川に関する 様々な普及・ 啓

発を実施し ています。

　 河川愛護月間の７ 月を 中心に、 川を 歩こ う 、 施設見学会、 河

川の清掃活動、 パネル展示、 フ ォ ト コ ンテスト 、 シンポジウム、

かわフ ェ スタ など、 様々な行事を実施し ています。

　 東京東部には地盤が海面より も 低い土地が広がっ ており、 こ れまで高潮や洪水による多く の災害を受けてき たこ と から、 高潮対策

等の堤防整備や耐震 ･ 耐水対策を進めています。 また、 テラ スの連続化や照明整備など、 人々が集いにぎわいが生まれる水辺空間の

創出に取組んでいます。

　 東部低地帯における地震・ 津波対策については、 平成 2 3 年３ 月の

東日本大震災を踏まえ、「 想定さ れる最大級の地震が発生し た場合に

おいても、 各施設の機能を保持し、 津波等による浸水を防止する」 と

いう 目標達成に向けた「 整備計画」 を平成 2 4 年 1 2 月に策定し、 約

8 6km の堤防の耐震対策と 全 2 2 施設の水門・ 排水機場等の耐震・ 耐

水対策を実施することとしています。

　 主に隅田川以東に広がる東部低地帯を 伊勢湾台風級の高潮か

ら 守るため、 堤防の整備を 進めています。 隅田川等の主要河川

についてはほぼ完成し ており 、 現在は、 毛長川等の未整備箇所

の整備を進めています。

　 隅田川と 荒川にはさ まれ、 特に地盤沈下の影響が大き かっ た

江東三角地帯を地震水害から 守るため、 西側河川の耐震護岸整

備と 、 東側河川の水位低下方式による環境に配慮し た河道整備

を進めています。

　 う るおいのある水辺空間を創出するため、 旧河川敷などを活

用し た多自然川づく り や、河川敷・ 護岸などの緑化、管理用通路・

テラ スを利用し た親水空間の整備など、 地域の特性を活かし た

親し める川づく り を行っ ています。

　 水質の汚濁や平常時水量の減少が問題と なっ ている河川では、

堆積泥土のし ゅ んせつ等による水質の改善、 地下鉄等から の湧

水の受入れなどによる水量の確保・ 水質の改善に努めています。

　 人々が集い、 にぎわいが生まれる魅力的な水辺空間を創出す

るため、 隅田川を軸と し て、 橋梁から 川沿いへのアク セス向上、

テラ スの連続化、 夜間照明の整備など東京湾・ ベイ エリ アと 都

心を結ぶ水辺の動線を強化すると と も に、 隅田川におけるにぎ

わい誘導エリ アで重点的な施策を展開し ています。

　 隅田川等の主要河川については、 大地震に対する 安全性と 水辺

環境の向上を 図る ため、 スーパー堤防や緩傾斜型堤防の整備を 進

めています。 整備にあたっ ては、 沿川の再開発事業等のまち づく

り と 一体的に事業を行う と と も に、先行し てテラ スを整備し 、ジョ

ギングや水辺の散策など、 広く 都民の方に親し まれています。

堤防の耐震対策イ メ ージ図

スーパー堤防整備前

（ 隅田川　 大川端地区）

スーパー堤防整備後

（ 隅田川　 大川端地区）

水門の耐震対策の様子

（ 今井水門）

水門の耐震対策イ メ ージ図

低地帯の地盤高

川を歩こ う （ 隅田川コ ース）

河川緑化（ 中川　 江戸川区）

東京ミ ズマチと 北十間川テラス

（ 北十間川   墨田区向島、吾妻橋）

テラ ス照明整備

（ 隅田川　 江東区清澄）

耐震護岸整備

（ 大横川）

環境に配慮し た整備

（ 旧中川）

高潮防御施設の整備

江東内部河川の整備

スーパー堤防・ 緩傾斜型堤防の整備

河川施設の地震・ 津波対策

水辺の環境づく り 水質・ 水量の改善

河川に関する普及・ 啓発

水辺空間のにぎわい創出

川で遊ぶ子供たち（ 野川　 三鷹市）

浸水予想区域図（ 神田川流域）

◆ 浸水予想区域図、 高潮浸水想定区域図の公表

　 整備水準をはるかに上回る大雨や高潮による水害の危険性を

示し 、 避難など事前の備えと し て重要な区市町村作成のハザー

ド マッ プの基と なる図面を作成・ 公表し ています。

◆ 東京都管理河川の氾濫に関する減災協議会

　 区市町村等関係機関と 連携し て、 洪水氾濫等に対し 、 円滑か

つ迅速な避難や的確な水防活動等を実施する取組を推進する協

議会を開催し ています。

◆ イ ンタ ーネッ ト による情報の提供

　 東京都水防災総合情報システムにより 、 雨量、 河川水位、 河川

監視映像、氾濫危険情報等、水防に関する情報を提供し ています。

　 平成 3 1 年 3 月には GPS を 活用し たスマート デバイ ス化や多

言語化を行いまし た。

　 また、 水防に関する情報は Tw itter でも 提供し ています。

東京都水防災総合情報システム

パソ コ ン　 http ://w ww .ka sen-su ibo.m etro.tokyo.jp

スマート フ ォ ン http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/s/ts im0 4 0 1 g .htm l

携帯電話　 http ://w ww .ka sen-su ibo.m etro.tokyo.jp/k/

東京都水防 Tw itter　 http ://tw itter.com /tokyo_ s uibo

水防災情報の提供

低 地 河 川 の 整 備 河 川 環 境 の 整 備

ソ フ ト 対 策 の 推 進

堤防の耐震対策の様子

（ 隅田川）

　 大雨、 洪水、 高潮等による水害から 、 都民の命と 暮ら し を守

るため、 水防災情報を提供するソ フ ト 対策を実施し ています。

http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp
http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/s/tsim0401g.html
http://www.kasen-suibo.metro.tokyo.jp/k/
http://twitter.com/tokyo_suibo
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　 多摩地域や島し ょ 地域などにおける土砂災害のおそれのある

箇所では、 豪雨による土石流や、 火山噴火に伴う 泥流、 がけ崩

れなどによる災害を未然に防止するために、 砂防堰堤や堆積工、

流路工、 法枠工などのハード 対策の整備を進めています。

　 公園が提供するゆたかな「 緑」、広々と し た「 広場」、そし て「 青

空」 はレク リ エーショ ンの場と し てかけがえのないも のであり 、

景観にう るおいを与えるも のです。

　 さ ら に、公園を構成する植物は大気を浄化する役目を果たし 、

広場は災害時の避難場所と し て機能し ます。 また公園は、 すぐ

れた自然の景観を保護する役割も 果たし ています。

　 公園には都市公園法に基づく 「 都市公園」 と それに準ずる都

市公園以外の公園のほか、 自然公園法に基づく 「 自然公園」 が

あり ます。

　 令和２ 年 4 月 1 日現在、 都市公園と 都市公園以外の公園面

積は合計約 8 ,0 1 3 ha で、 都民一人当たり の都市公園等の公園面

積は 5 .7 3 m 2 です。

　 こ のう ち建設局で管理する都市公園（ 都立公園） は、 上野恩

賜公園や井の頭恩賜公園のほか、 文化財庭園や動物園、 植物園

など８ 2 箇所、 約 2 ,0 3 4 ha あり ます。

　 建設局で管理する都市公園や霊園等の施設では、 利用者の多

様なニーズに応え、 質の高いサービスの提供を 図り 、 効果的・

効率的な管理運営を 行う こ と を 目指し ていく ため、 指定管理者

制度の活用を図っ ています。 指定管理者の管理運営については、

第三者の視点を含めた評価を実施し 、 結果を公表し ています。

　 伊豆大島では、 平成 2 5 年台風 2 6 号の襲来に伴う 観測史上最

大の豪雨（ 2 4 時間降水量 8 2 4 m m ） によ り 、 広範囲で斜面が崩

壊し まし た。 大規模な土石流が発生し た大金沢下流域を中心に、

甚大な被害をも たら し 、 3 6 名の尊い命が失われ、 未だ 3 名の方

が行方不明と なっ ています。

　 こ の災害を 踏まえ、 有識者を 交えた「 伊豆大島土砂災害対策

検討委員会」 を 設置し 、 災害発生メ カ ニズムの分析や今後の砂

防事業における施設整備等について検討を行いまし た。

　 報告書に基づき、 応急対策と し て平成 2 6 年５ 月までに、 既設

堆積工の嵩上げ、 仮設導流堤の整備を行い、 短期対策と し て平成

2 8 年度末までに、 左支川山腹工、 導流堤の整備を完了し まし た。

　 現在は中長期対策と し て、 砂防堰堤の整備等を行っ ています。

併せて下流部においては、 流路工の改修を進めています。

　 土砂災害警戒情報と は、 大雨警報（ 土砂災害） が発表さ れ、 更に避

難行動が必要な土砂災害発生の危険性が高まった場合に、 都と 気象庁

が共同で発表する防災情報で、 区市町村や報道機関等を通じ て住民に

提供し ています。 なお、 運用開始以降の降雨事例や土砂災害発生事例

のデータ を加えて、 土砂災害警戒情報の基準を最適なも のに見直し、

平成 2 9 年 5 月 3 1 日より 新たな基準で運用を開始し ています。

　 東京湾や島し ょ 地域の海岸延長約 7 6 3 km （ ※１ ） のう ち、 建

設局は台風や季節風などによる波浪から 、 国土を保全し 、 人家、

公的施設等の安全性を 確保すると と も に海岸環境を 保全する た

め、波浪被害の恐れが高い地域や、海岸の侵食が著し い 2 6 海岸、

約 4 6 km を 海岸保全区域に指定し 、 護岸や人工リ ーフ などの海

岸保全施設を整備し ています。

　 東京都の公園は外国の諸都市と 比べても、 まだまだ不足し て

います。 公園面積を 計画的かつ効率的に増やすため、 都市計画

決定さ れている公園・ 緑地について優先的に事業を 進める 区域

を 設定し 、 水と 緑の骨格軸を 形成し 緑の拠点と なる都立公園の

拡張整備を進めています。

　 ま た、 防災計画など に位置付けのある 都立公園の機能強化、

文化財庭園における復元や修復などを 推進し 、 歴史的文化遺産

を次世代に継承する事業を推進し ています。

◆ 整備状況

　 令和元年度は、 日比谷公園、 東白鬚公園、 秋留台公園などで

公園整備を 行いまし た。 令和２ 年４ 月 1 日現在、 都立公園の開

園面積は前年度から 約 4 .1 ha 増加し 、 約 2 ,0 3 4 ha と なり まし た。

令和２ 年度は、 開園面積の拡大に向けて、 高井戸公園や野山北・

六道山公園、 東伏見公園などで公園整備を着実に進めまし た。

　 一方、 都立公園は地域防災計画において、 避難場所や救出救

助の活動拠点と さ れるなど、震災対策において重要な役割を担っ

ています。 新規整備を 進める と 同時に、 既存の公園の防災機能

を 向上さ せる整備や、 老朽化施設の改修、 建築物の耐震化等の

事業を進めています。

　 また、 東京 2 0 2 0 オリ ンピッ ク・ パラ リ ンピッ ク 競技大会では、

夢の島公園など都立公園も 競技会場や練習会場と なり ます。 世

界中から 多く の人々が訪れるこ と から、 各会場と なる 都立公園

では、 大会成功に向けて、 多言語対応のサイ ン整備や園路のバ

リ アフ リ ー化を進めまし た。

土砂災害対策施設の整備

土砂災害警戒情報の提供

土砂災害発生後の対策事例（ 伊豆大島 大金沢）

指定管理者制度の活用

東京都の公園

公園の現状

都立公園の整備

大金沢流路工 大金沢山腹工

※ 1 　 令和元年度版　 海岸統計（ 国土交通省） より

土石流から 人家等を守る砂防堰堤

（ 青梅市　 中曽川）

人工リ ーフ （ 海面下に設置する離岸堤） の整備（ 神津島　 長浜海岸）

土砂災害警戒情報の都民への情報伝達経路

●都市公園　 8 ,2 8 7 箇所　 約 5 ,9 5 5 ha

・ 国営公園（ ２ 箇所、 約 1 7 6 ha）

・ 都立公園（ 8 2 箇所、 約 2 ,0 3 4 ha）

・ 区市町村立公園（ 8 ,2 0 3 箇所、 約 3 ,7 4 5 ha）

●自然公園

・ 国立公園（ ３ 箇所、 約 6 9 ,4 2 6 ha）

・ 国定公園（ １ 箇所、 約 7 7 7 ha）

・ 都立自然公園（ ６ 箇所、 約 9 ,6 8 6 ha）

●都市公園以外の公園　 3 ,6 9 5 箇所　 約 2 ,0 5 8 ha

・ 区市町村が設置する児童遊園等

・ 国が設置する国民公園等

・ 東京都港湾局が設置する海上公園

・ 公社・ 公団等が設置する住宅地内の公園

・ 東京都環境局が設置する自然ふれあい公園

※数字は令和２ 年４ 月１ 日現在

井の頭恩賜公園上野恩賜公園

土砂災害警戒区域等の指定

土砂災害警戒区域等の指定位置図（ 令和 2 年 1 0 月末日現在）

土 砂 災 害 対 策

海 岸 保 全 施 設 の 整 備

東 京 都 の 公 園

　「 人命の保護」 を最優先に災害対応力の向上・ 充実のためソ フ

ト ・ ハード 両面での総合的な土砂災害対策を推進し ます。

総合的な土砂災害対策

がけ崩れから 人家等を守る法枠工

（ 青梅市 河辺町一丁目地区）

　 土砂災害のおそれのある箇所の周知や速やかな避難体制の整

備、 開発行為の制限などを実施するため、 土砂災害防止法（ ※２ ）

に基づき 土砂災害警戒区域等の指定を行っ ています。 2 0 1 9 年 9

月に都内全域約 1 5 ,0 0 0 箇所の指定が完了し まし た。 引き続き、 区

域指定の見直し を順次実施し ていきます。

　 また、 土砂災害警戒区域等の指定箇所を区市町村に通知すると

と も に、 都のホームページなどで公表するこ と により、 危険な区

域を周知し 、 ハザード マッ プの作成を促進するなど、 警戒避難体

制の整備を図っています。

※２ ： 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

高井戸公園
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　 日本初の動物園と し て明治 1 5 年に開園し た恩賜上野動物園、 丘

陵地の自然を生かし て、 檻や柵の使用を控えた無柵放養式展示を特

徴と する多摩動物公園、 日本産動物などの身近な動物に親し むこと

ができる井の頭自然文化園、 海の自然への認識、 水生生物について

の科学的認識が培われる「 海と 人間の交流」 の場を目的と する 西

臨海水族園、以上、都立動物園・ 水族園４ 園は、互いに連携し ながら、

野生動物の保全、 調査研究、 教育普及の面で、 日本の動物園・ 水族

館をリ ード し 、 魅力的な展示やサービス向上に努めてきまし た。

　 平成 2 3 年９ 月、 都立動物園・ 水族園は目指す姿と それを実現する

ための取組の方向を示す「 都立動物園マスタープラン」 を公表し まし

た。 現在、 このプランに基づき、 野生動物の保全に貢献し、 人々と野

生動物の架け橋と なり、 賑わいを創出するための様々な取組を行って

います。 令和２ 年度にこのプランの計画期間が終了すること から、 令

和２ 年 1 1 月に「 第２ 次都立動物園マスタープラン」 を策定しました。

平成 3 0 年 1 0 月には、 希少種の繁殖や野生生物保全への貢献、 環境

教育や保全の普及啓発の機能を強化するため、 第 2 次ズースト ッ ク

計画を策定し まし た。 これらの計画のもと、 各園の特色を活かし、 人

と 動物がと もに生きることの大切さを伝えるメ ッ セージを備えた、 魅

力あふれる動物園・ 水族園をつく り 出していきます。

　 また、 より 多く の方に、 動物園、 水族園の取組を発信し 、 野生動

物の保全と 環境への理解を深めていただく ため、 公式サイト 「 東京

ズーネッ ト 」 や Twitter、 YouTube 等も活用し 、 きめ細かい情報発

信を行っています。

　 昭和 3 3 年に開園し た多摩動物公園は、 多摩丘陵の自然を活用

し 、 ダイナミ ッ ク な展示と 野生動物の繁殖を推進し てきまし た。

世界に先駆けてサフ ァ リ 形式を導入し たラ イ オンバス（ 平成 2 8

年４ 月１ 日より 整備工事のため運行休止中）、 ボルネオオラ ン

ウータ ンのスカ イ ウォ ーク 、 タ イ リ ク オオカ ミ やモウコ ノ ウマ

が群れで暮ら すアジアの平原など、 野生動物本来の生態を引き

出し 、 驚き と 感動を与えるこ と ができ るよう に、 魅力的な展示

づく り に取り 組んでいます。

　 また、 平成 1 8 年には「 野生生物保全センタ ー」 を園内に設置

し 、 生物工学技術の応用による調査・ 研究機能の強化などによ

り 、 国内の先導的施設と し て野生動物の保全に貢献し てき まし

た。 例えば、 国や関係機関と 連携し ト キの保護繁殖に取り 組み、

平成 2 0 年以降、 当園で生まれたト キが佐渡の空を舞う と いう 歴

史的な成果につながっ ています。

　 平成 2 8 年６ 月から 、オースト ラ リ ア タ スマニア州の「 セイブ・

ザ・ タ スマニアデビル・ プログラ ム」 に参加し 、 タ スマニアデ

ビルのアジアで唯一の展示を行っ ています。 また、 現在、 新し

いアジアゾウ舎の整備工事を進めています。

　 福澤諭吉は、慶応２ （ 1 8 6 6 ） 年に発刊さ れた『 西洋事情』 の中で、

動物園と いう 日本語を初めて使いまし た。 明治 1 5 年、 上野恩賜公

園に博物館が開かれ、 その付属施設と し て現在の上野動物園が開園

し たこ と により 、 名実と もに、 日本における動物園の歴史が幕を開

けまし た。

　 開園以来の出来事をながめると 、 昭和 2 4 年には、 戦後の日本の

子ども達を大いに元気づけたインド 政府からの贈り 物、 アジアゾウ

のインディ ラが来園、 昭和 4 7 年には日中国交回復を記念し てジャ

イアント パンダが日本で初めて来園するなど、 当園は国際親善の一

翼を担ってきまし たが、 今日では、 国際的な協力体制の構築がます

ます重要になっています。 希少野生動物の保護繁殖のため、 海外の

施設と の間の動物移動や飼育技術に関する情報交換などに取り 組む

こと により 、当園はジャイアント パンダ、ニシゴリ ラ、アイアイなど、

世界中の動物達と の出会いの場と なっています。

　 平成 2 9 年６ 月には、ジャイアント パンダの子「 シャンシャン（ 香

香）」 が誕生し 、 順調に生育し ています。 令和２ 年２ 月には、 3 7 年

ぶり にキリ ン、 1 0 月には開園以来初めてと なるアジアゾウの繁殖

に成功し まし た。

　 令和２ 年９ 月には、 ジャイアント パンダと その生息地にく らす動

物の新し い飼育展示施設「 パンダのもり 」を西園にオープンし まし た。

　 西臨海水族園は、 恩賜上野動物園の中にあっ た水族館を移

転・ 拡充し て、 平成元年に開園し まし た。 世界初のマグロ類の

群泳展示のほか、 東京湾から 小笠原諸島までの広大な東京の海

に暮ら す生物、 国内最大級のペンギンの群れ、 そし て世界各地

の多様な水生生物の展示と と も に、 精力的な教育普及活動、 調

査・ 研究を行い、 日本の水族館の中でも 先駆的な役割を果たし

てき まし た。 こ れまで蓄積し てき た高度な飼育技術を 生かし 、

日本あるいは世界の中でも 当園でし か見るこ と のでき ない生物

を数多く 展示し ています。

　 また、 平成 2 7 年度より 荷台に水槽を 搭載し た専用ト ラ ッ ク

等を用いた移動水族館事業を開始し まし た。 普段なかなか水族

園に来ら れない方々のいる病院や福祉施設を中心に訪問し 、 海

の生態系と 生き 物の魅力を伝えています。

　 一方、 開園後 3 0 年が経過し 、 老朽化やバリ アフ リ ー等の課

題があるこ と から 、 今後の取組の方向性を示し た「 葛西臨海水

族園の更新に向けた基本構想」 を平成 3 1 年 1 月、 基本構想の

実現方策を 示し た「 　 西臨海水族園の更新に向けた事業計画」

を令和２ 年 1 0 月に策定し まし た。

　 清掃工場の余熱を利用し ている夢の島熱帯植物館では、 熱帯の

水辺・ 人里の景観や、 東京の亜熱帯である小笠原諸島の植物の展

示などをし ています。

　 館内にはおおよそ 1 ,0 0 0 種類の熱帯・ 亜熱帯植物があり 、 一年

を通し て、 色と り どり の花や果物など特有の景観を楽し むこ と が

できます。

　 また、多く の方に植物園の魅力を自宅で体験できる機能と し て、

オンラ イ ン上で 3 D ビュ ー + VR 映像を楽し めるコ ンテンツ「 夢

の島バーチャ ル植物館」 を配信し ています。

　 PC やスマート フ ォ ンから ３ D ビュ ーや VR 映像で実際に館内

を歩く よう に 3 6 0 °自由に見るこ と ができます。

　 神代植物公園では、 約 4 ,8 0 0 種、 1 0 万本・ 株の植物が植えら

れており 、 う め園、 さ く ら 園、 ツツジの大群植、 世界バラ 会連

合優秀庭園賞を受賞し たばら 園などの展示のほか、 季節に応じ

たキク やスミ レ、 古典園芸植物、 盆栽の展示会などを行っ てい

ます。 平成 2 8 年 5 月にリ ニュ ーアルオープンし た大温室では、

ラ ンやベゴニアの展示室を増築し たほか、 小笠原の植物や乾燥

地の植物の展示コ ーナーなどを新設し 、 展示を充実し まし た。

　 平成 2 4 年に開設し た植物多様性センタ ーでは、 都内の絶滅危

惧植物等の保護・ 増殖、 情報収集・ 発信、 植物多様性に関する

普及啓発に取組んでいます。

　 昭和 1 7 年に開園し た井の頭自然文化園は、 武蔵野の緑豊かな

井の頭恩賜公園内の落ち着いた雰囲気の中にあり ます。 ニホン

リ スなどの日本産動物を中心と し た身近な動物の展示やふれあ

い体験などを行い、いつでも 気軽に楽し める動物園と し て、また、

資料館や彫刻園が併設さ れており 、 多様な教育の場と し て親子

連れを中心に親し まれています。 平成 2 3 年に公開し た「 いきも

の広場」 では、 チョ ウが好む樹木を植えるなど、 身近な生物が

好む場所を用意し 、 呼び寄せるこ と で、 観察し やすい環境を整

えています。

　 また、 日本産動物の保全にも 積極的に取り 組んでいます。 例

えば、 絶滅危惧種であるツシマヤマネコ について、 生息地であ

る対馬と 連携し 、 保護繁殖だけでなく 、 関係団体が集う ヤマネ

コ 祭など、 楽し みながら 保全活動の大切さ を学べる教育普及活

動を行っ ています。 日本の淡水域に棲む生物を展示し ている水

生物館では、 身近であり ながら 絶滅の危機に瀕し ているミ ナミ

メ ダカ やアカ ハラ イ モリ などの繁殖と 保全に、 他の都立動物園・

水族園と 連携し ながら 取り 組んでいます。

　 現在、 当園の新たな魅力創出に向けて老朽化施設の改修・ 改

築計画を進めています。

　 植物園では、 楽し みながら 植物に関する知識や、 植物と 人間の生活・ 文化と の関わり を学ぶこ と ができるよう 工夫をし ています。

パンダのも り アジアゾウの母子

神代植物公園「 ばら 園」

タ スマニアデビル 新アジアゾウ舎

ニホンリ ス

ク ロマグロ

神代植物公園植物多様性センタ ー

学習園「 奥多摩ゾーン」

ツシマヤマネコ

移動水族館車

夢の島熱帯植物館「 ガラ スド ーム」

恩賜上野動物園

多摩動物公園

　　 西臨海水族園

井の頭自然文化園

神代植物公園 夢の島熱帯植物館

植 物 園

動 物 園 ・ 水 族 園
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　 平成 2 4 年度から令和２ 年度（ 2 0 2 0 年） まで、 防災上重要な路

線において、 災害時に緊急車両や避難者の通行を街路樹が妨げる

こ と の無いよう 、 幹周り 9 0 cm 以上に大径木化し た街路樹に対し

街路樹防災診断を実施し 、 街路樹の樹勢回復や更新を行いまし た。

令和３ 年度から は、 台風等による被害の多い地域において街路樹

の防災機能強化のため、 計画的に街路樹診断を実施し ます。

　 都立霊園は 8 箇所あり 、 使用者数は約２ 9 万人で、 約 1 3 8 万体

が埋葬さ れています。（ 令和２ 年４ 月現在）。

　 都立霊園の人気は高く 、 応募倍率は依然高い状況にある ため、

無縁墓所の整理促進や小区画化し た墓地、 集合墓地の供給によ り

供給数の確保を図っ ています。 また、時代や都民意識の変化に伴う 、

様々な墓地需要に応え、 新形式墓地の供給に努めています。

　 区部の青山、 谷中、 雑司ケ谷、 染井の 4 霊園は、 いずれも 明治

７ 年開設と いう 長い歴史を 有し ています。 区部霊園については、

よ り 広く 都民が利用でき る「 霊園」 と 「 公園」 が共存する 空間と

なる よ う 、 再生事業を 実施し ており 、 墓所移転によ り 、 新たな立

体式墓地や広場の整備などに取り 組んでいます。 現在、 青山霊園、

谷中霊園、 染井霊園で事業を進めています。

　 郊外にある 多磨、 小平、 八王子、 八柱の 4 霊園は、 公園墓地と

いう 良好な環境を 維持し つつ新し い墓所の形を提供する など 、 ス

ペースの有効利用を図り ながら 、 墓所の供給を行っ ています。

　 平成 2 0 年２ 月の東京都公園審議会答申「 都立霊園における 新

たな墓所の供給と 管理について」 では、 都立霊園における今後の

墓所供給の取組と し て、 遺骨を土中に埋蔵するこ と により 、 死後

は安ら かに自然に還り たいと いう 思いに応える「 樹林墓地」 や「 樹

木墓地」 などが提言さ れまし た。 こ う し た提言を踏まえて平成 2 4

年度から 樹林墓地、 平成 2 6 年度から 樹木墓地などの供給を行っ

ています。

　 また、 平成 2 5 年度には、 八柱霊園において都立霊園で４ 基目

と なる 合葬式墓地の供給を 開始し 、 墓所需要に応える と と も に、

今後も 都市における良好な緑や景観の形成、 環境保全に努めてい

きます。

　 街路樹診断は、 都道全線（ 街路樹植栽路線） における幹周り

6 0 cm 以上の高木を 対象と し て活力が衰えるなどし て倒木・ 幹

折れ・ 枝折れなどの危険性がある樹木を 早期に発見し て、 適切

な処置を 施すこ と により 、 樹木の健全な育成を 図っ たり 、 樹木

による事故を防止するこ と を目的と し ています。

　 事業実施にあたっ ては、「 街路樹診断マニュ アル」 を作成し て

こ れに基いて進めているほか、 都内国道事務所や区市町村にも

配布のう え相談及び指導も 行っ ています。

　 道路の緑には、 人にう るおいや安ら ぎを与えるほか、 都市環境の

改善、 美し い都市景観の創出、 安全で円滑な交通への寄与、 災害時

の火災などから 都民を守る防災機能など、 様々な役割があり ます。

　 東京都が管理する道路全長約 2 ,2 4 5 ㎞ ( 令和２ 年４ 月１ 日現在 )

のう ち、 街路樹の植栽延長は約 1 ,3 7 1 ㎞、 中央分離帯や交通島など

の道路緑地は約 2 3 1 ha あり ます。

　 平成 2 0 年度から 開始し た「 街路樹の充実事業」 により 、 平成 2 7

年度末には目標本数に到達し まし た。 今後は、 こ れまで整備し た街

路樹について、 きめ細やかな維持管理を行い、 成熟し た都市にふさ

わし い潤いのある道路環境の整備、 管理に取組んでいきます。 更に、

東京 2 0 2 0 大会に向けては、 観覧者や競技者を夏の暑さ から 守る取

組が求めら れるこ と から、 競技場と 最寄り 駅を結ぶアク セスルート

を中心に、 街路樹による緑陰確保に向け、 樹形の拡大のための計画

的な剪定を行っ ていきます。

街路樹診断の促進

街路樹の防災機能強化

街路樹の充実（ 質の向上）

新たな墓所の供給

台風により 倒れ、

道路をふさ ぐ 街路樹

災害に強く 、 美し い街路樹

立川昭島線 新小金井街道

小石川後楽園「 唐門」 復元

小平霊園　 樹木墓地 八柱霊園　 合葬式墓地小平霊園合葬式墓地

浜離宮恩賜庭園「 鷹の御茶屋」 復元

絵画館前　 イ チョ ウ

街路樹の充実事業事例

一般都道 1 3 2 号

迎賓館前　 ユリ ノ キ

　 都立公園には江戸から 続く 歴史と 文化が蓄積し た貴重な遺産で、 国

及び東京都の文化財指定を受けている庭園が９ 箇所あり ます。 いずれ

も我が国を代表する名園です。

　 庭園技術の継承を 図り ながら 維持管理を 行う と と も に、 よ り 多

く の方に庭園の魅力を知っ ていただけるよう 、 各園では Twitter や

Instag ram を活用し た情報発信を行っています。

　 また、 国の特別名勝と 特別史跡に指定さ れている浜離宮恩賜庭園と

小石川後楽園では、 江戸時代の大名庭園の復元を進めています。

　 浜離宮恩賜庭園では、 江戸時代の大名庭園の姿をよみがえら せ、 江

戸文化を実感できるよう 、 戦災等で焼失し た「 茶屋」 群などの復元を

行っ ており 、「 松の御茶屋」、「 燕の御茶屋」に続き、平成 2 9 年度には「 鷹

の御茶屋」 の復元が完了し まし た。

　 小石川後楽園では、 戦災後の修復以来と なる庭園全域を対象と し

た復元事業に着手し ており 、 琵琶湖を 模し 、 庭の中心的な景色を 造

り 出し ている「 大泉水」 や「 白糸の滝」 の修復を行っ ています。 また、

平成 2 4 年度に「 円月橋」、平成 2 5 年度に「 得仁堂」「 九八屋」「 丸屋」、

平成 2 6 年度には、「 石橋」「 赤門」 など建築物等の修復工事を 行い、

令和２ 年度には、 戦災で焼失し た唐門の復元が完了し まし た。

道 路 の 緑 化庭 園

霊 園

外堀通り

主なグリ ーンロード ・ ネッ ト ワーク

新宿副都心４ 号線

檜原街道

多摩ニュ ータ ウン通り

蔵前橋通り

五日市

八王子

立川

府中

三鷹

環
８ 環

７
新宿

上野

東京

品川

新小岩

六義園
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　 職員から の技術相談等に対し て、 各種技術基準などの文献調査に加え、 必要に応じ て現場での調査や測定を実施するこ と で、 現場

に役立つ支援を行っ ています。

◆ 道路に関する技術支援

　 道路交通に起因する振動・ 騒音や路面のすべり 抵抗について、

測定器を用いて現況調査を行い、評価・ 考察を加えた上で報告し 、

現場の良好な維持管理に役立てています。

◆ 河川に関する技術支援

　 都内中小河川の水位、 雨量等のデータ の提供や解析を行い、

水害対策に役立てています。

　 右図は、 2 0 0 5 年に発生し た集中豪雨について、 気象庁の解

析雨量を 用いて、 時間雨量を 分析し たも のです。 降雨期間にお

ける 時間雨量の最大値を 示し ており 、 区部西部に時間 1 0 0 ミ

リ 以上の降雨があっ たこ と を表現し ています。

◆ 都内中小河川の流量観測調査

　 都内中小河川の洪水対策や河川環境創出を 進める ために、 大

雨時等に河川の流量観測を行っ ています。

　 また、 観測によ っ て得ら れた流量や水位、 雨量等のデータ を

用いて、 河川の水理特性や流出特性等の検討を行っ ています。

◆ 道路橋床板の輪荷重走行疲労試験　

　 都が管理する橋梁は約 1 2 0 0 橋あり 、 供用開始から 5 0 年以上

経過し た橋梁が 4 0 % に達し ます。 全体の約 8 0 ％を占める RC 床

板は雨水など水回り によっ て疲労損傷が著し く 進展する可能性が

あるため、 適切な予防保全対策を講じ る必要があり ます。 そこ で、

従来の基準に基づく 設計により 作成し た RC 床板の疲労損傷や鋼

板補強し た床板の再劣化に対する評価・ 検証のため、 輪荷重走行

試験による疲労促進試験を実施し ています。 また、 実橋床版の健

全性を調査するため、 都独自の重錘落下試験を行っています。

・ 鋼板接着補強床版の再損傷の点検手法と 再補強技術開発

・ 床版上面からの補修・ 補強工法の技術開発

◆ 構造物に関する技術支援

　 構造物等が破損し た場合、 その劣化・ 損傷状況の調査を行い、

調査結果に基づく 原因究明や対策方法の提案を行っ ています。

　 アンダーパス部の擁壁のひび割れ対策調査では、 適切な補修

の実施に向けた支援を行いまし た。

　 当センタ ーは、 政策策定時から 工事現場に至るまでの様々な段階で生じ る課題や問題に対し て、 蓄積し てき た技術や知見を活かし

て現場をサポート する「 技術支援」 に取り 組んでいます。 そのために必要な「 調査・ 開発」、「 技術情報の蓄積・ 提供」、「 土木技術情

報ラ イ ブラ リ ー」 などについて継続的な取組を行っ ています。

　 さ ら に、 技術職員の技術力維持向上を図るための「 人材育成」 と し て、「 技術研修」 と 「 技術継承」 に取り 組んでいます。

　 施策実現に向けた各種課題を 解決するため、 計画的・ 継続的に調査・ 開発に取り 組んでいます。 得ら れた専門的な知識や経験は、

現場への技術支援に活かさ れています。

路面すべり 抵抗調査

輪荷重走行試験機による促進疲労試験

洪水時の流量観測

実橋測定（ 重錘落下試験）

道路の騒音調査

集中豪雨時の時間最大雨量（ 2 0 0 5 年9 月4 日1 3 時～5 日7 時）

擁壁のひび割れ対策調査

現場の技術支援

調査・ 開発

技 術 支 援

人 材 育 成

　 こ れまでに収集し てき た地盤情報などを基に、 東京の液状化予測図、 地質柱状図、 公共基準点・ 水準基標配点図などをホームペー

ジで公開し ており 、 公共工事や民間の建築工事及び都民の防災意識の啓発などに活用さ れています。

技術情報の蓄積・ 提供

◆ 地盤情報システムの整備と 活用

　 地盤情報システムは、 庁内各局などで実施さ れた地質調査結

果を データ ーベース化し たも ので、 建設、 防災、 環境行政等に

広く 活用さ れています。

◆ 公共基準点及び水準点の整備と データ 提供

　 都内全域の公共基準点 ( 一級 ) と 水準点 ( 一級 ) の整備・ 維持

管理を行っ ています。

　 また、 こ れら の成果を 公共測量の基本データ と し て、 情報提

供し ています。

東京の地盤（ Ｇ Ｉ Ｓ 版）　 －ホームページ公開－

◆ アーカ イ ブ資料の整理・ 公開

　 アーカ イ ブ資料（ 明治・ 大正・ 昭和から 続く 道路・ 河川・ 公

園等の整備記録や写真・ 図面・ 映像など） は、 東京の都市の変

遷記録と し てはも ちろ ん、 土木工学の発展のう えでも 貴重な資

料と なっ ています。

　 要綱・ 要領等の各種技術資料やアーカ イ ブ資料をデータ ベース化し 、事業執行に活用し ています。 また、アーカ イ ブ資料については、

当センタ ーの一般公開や「 東京 橋と 土木展」 などの機会を活用し 都民等へ公開を行っ ています。

　 職員の能力や職級、 職務内容に応じ て必要なスキルを身に付けら れるよう 、 体系化し た技術研修を行っ ています。

　 ベテラ ン職員が培っ てき た知識や技術ノ ウハウを、 次世代へと 継承し ていく ための取組も 進めています。

勝鬨橋（ 昭和 2 5 年撮影） 東京　 橋と 土木展

土木技術情報ラ イ ブラ リ ー

技術継承

技術研修

◆ 研修内容の充実

　 建設局の技術業務に即し た能力開発や実務的な技術力向上を

目的に、 多様な技術研修を実施し ています。

　 実務に直結する、 実感でき る研修メ ニュ ーにより 必要なスキ

ルを 身につける こ と ができ るよう 取り 組むなど、 計画的な人材

育成を進めています。

◆ マイ スタ ー制度

　「 建設技術マイ スタ ー制度」 により 、 優れた技術力を有する

職員を「 指導技術者」 と し て認定し ています。 指導技術者は、

技術研修や出前講座の講師や職員から の技術相談への対応を行

う こ と で、 技術継承を図っ ています。

◆ 出張展示

　 建設事務所などにおいて、 構造物モデルの出張展示を行う こ

と で、 現場の技術力向上に取り 組んでいます。

直接見て触れて実感できる研修

（ コンクリ ート 擁壁の施工不良モデル）

技術研修体系

指導技術者による出前講座 出張展示状況
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◆ 7  営業補償 

　 店舗や工場等が移転する ため一時休業する 必要が認めら れる

と き は、 休業を 必要と する 期間中の収益減、 固定的経費及び従

業員に対する休業手当相当額を補償し ます。

　 また、 営業再開後一時的に得意先が減ると 認めら れると き は、

そのために生じ る損失額を補償し ます。

◆ 8  家賃減収補償 

　 移転の対象と なっ ている 建物を 賃貸し ている場合で、 移転期

間中、 家賃が入ら ないこ と になる場合は、 家賃収入相当額から

管理費相当額を控除し た額を補償し ます。

◆ 9  移転雑費補償 

　 建物等の移転又は立ちのき に際

し 、 移転又は立ちのき先を選ぶた

めの費用、 法令上の手続きのため

の費用等を補償し ます。

　 道路や河川、 公園の整備を効果的に進めていく ためには、 将来を見据え計画的、 重点的に事業用地を確保し ていく 必要があり ます。

こ のため東京都は、 公正公平な基準に基づく 補償により 関係権利者の理解と 協力を得て、 道路ネッ ト ワーク と し て重要な区部の環状

道路、 多摩の南北道路、 区部と 多摩を結ぶ東西方向の道路、 並びに防災や生活環境の向上の観点から 重要性・ 緊急性の高い河川・ 公

園などの事業用地の取得に取り 組んでいます。

　 土地の価格は、 地価公示法に基づく 公示価格、 近隣の取引価格、 及び不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にし て決定し ます。 こ

の価格は、 毎年見直し を行います。

　 また、 取得する土地に借地権がある場合には、 土地所有者と 借地人の方と の間で、 借地配分を契約前に決めていただきます。

　 権利者の方々の状況に応じ 、 生活再建支援策と し て、 代替地のあっ せん、 移転資金の貸付、 公営住宅のあっ せんをし 、 き め細かな

折衝を行っ ています。

　 都の用地取得は、 原則と し て話合いによって土地をお譲り いただいています。 し かし 、 土地の境界や建物の権利等について争いがあっ

たり 、 補償金等にご理解が得ら れず話合いが調わない場合には、 既にご協力いただいている多く の方々と の公平性の確保の観点や、 事業

の進捗状況等を考えあわせて、 土地収用法の定める手続によって、 土地を取得さ せていただく 場合もあり ます。

　 土地の取得に伴っ て、 その土地に建物・ 工作物等が存する場合は、 その土地以外の場所へ移転し ていただき ます。 その際の建物等

の移転費用等を「 通常生じ る損失」 と し て補償し ます。

　 補償項目及び概要は、 次のと おり です。

◆ 1  事業説明会・ 測量 

　 事業計画の概要、 事業の工程、

測量、 用地取得の日程等の説明を

し たのち、 土地の境界を 確認し 、

取得する土地の区域や面積を 確定

するため、 測量を行います。

◆ 2  用地説明会 

　 事業区域内の土地・ 建物所有者、

借地人及び借家人（ 以下「 権利者」

と いいます。） の方々に用地取得の

手順や補償内容及び生活再建制度

等について説明し ます。

　 取得する土地の価格を 評価し ま

す。 また建物や工作物等について、

構造や数量、 権利関係を 調査し 、

「 東京都の事業の施行に伴う 損失

補償基準」 に基づき 移転費用等の

補償額を算定し ます。

◆ 4  契約のための協議 

　 土地の取得価格や物件の補償額

について説明し た上で、 権利者の

方にそれぞれ個別に金額を提示し

ます。

◆ 5  契約の締結・ 支払い 

　 協議が整っ たら、 権利者の方と

それぞれ個別に契約を 締結し 、 契

約に基づき 土地売買代金と 補償金

を支払います。

　 なお、 権利者の方が複数の場合

には、 原則と し て同時点で契約を

し ます。

◆ 6  土地の引渡し  

　 取得し た土地は、 都で分筆・ 所

有権移転登記を し ます。 また、 建

物等は権利者の方に移転し ていた

だき、 都がその完了の確認をし て、

土地を引き渡し ていただきます。

八王子あき る野線

（ 新滝山街道）

土地売買代金

物件移転補償金

◆ 3  土地価格の評価・ 物件補償額の算定

◆ 1  建物移転補償

　 取得する土地に建物がある場合

には、 こ れら の移転等に要する費

用を補償し ます。

◆ 2  工作物移転補償 

　 取得する土地に門、 塀、 庭石類

等がある場合には、 こ れら の移転

等に要する費用を補償し ます。

◆ 3  立木補償 

　 取得する 土地に庭木等がある 場合、 その立木を 移植等する

ために要する費用を補償し ます。

◆ 4  動産移転補償 

　 家財道具、 店頭商品、 事務用備品等の移転に要する 費用を

補償し ます。

◆ 5  仮住居補償 

　 建物の居住者が、 建物の移転等に伴い仮住居が必要と 認め

ら れると き は、 借入れに要する費用を補償し ます。

◆ 6  借家人に対する補償 

　 建物が移転するこ と により 家主

と 借家契約を 続けるこ と が難し い

と 認めら れると き は、 従来と 同程

度の建物を 借り るために新たに要

する費用を 補償し ます。

事 業 用 地 の 取 得

用 地 の 取 得 の 流 れ

補 償 の あ ら ま し

生 活 再 建 の 支 援

話合いによって用地取得ができない場合
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　 道路は、都市の骨格を形成し 、都民の日常生活及び都市活動を支える重要な都市基盤です。 用地の取得にあたっ ては、事業の重要度、

緊急度等、 事業効果を十分に考慮し て推進し ています。

　 河川事業は、 洪水による水害の危険から 都民の生命財産を守ると と も に、 生活環境の向上に寄与するために必要な用地を取得し て

います。

　 こ れら の他に、 第３ 次交差点すいすいプラ ンにおいては、 右折待ち車両による交通渋滞を緩和するため、 早期の効果発現を目指し 、

7 6 箇所の交差点で用地の取得を進めていきます。

　 公園や緑地の整備は、 良好な自然環境を保全するだけでなく 、 都民のレク リ エーショ ンの場を提供すると と も に、 災害に強いまち

づく り を実現するために必要な用地を取得し ています。

令和３ 年度取得予定面積： 約 1 7 .5 万 m 2

令和３ 年度取得予定面積： 約 1 0 .3 万 m 2

令和３ 年度取得予定面積： 約 7 .0 万 m 2

府中所沢鎌倉街道線（ 町田市本町田）

調布保谷線（ 武蔵境通り ）「 神代植物公園交差点付近」

本庁各部の所掌事務

事務所の所在地及び連絡先

道路・ 街路事業

河川事業

公園事業

（ 区　 部）

（ 多　 摩）

用地取得の主な事業箇所


